
 

 

 

 

柔道整復療養費の改定について（案） 

 

１．改定率  ０．２７％      
令和２年度における柔道整復療養費の改定率については、診療報酬のうち医

科の改定率等を踏まえ、政府において決定したもの 
   （参考）今回の診療報酬改定における医科の改定率 0.53％ 

 

２．基本的な考え方 
療養費の料金改定については、適正な請求を行う施術者が正当に評価され

るよう改定を行う。 

 

３．改定の内容（案） 
○ 初検時相談支援料の要件強化及び引き上げ 

○ 整復料（骨折、脱臼）、固定料（不全骨折）、後療料（骨折、不全骨折、脱臼）

の引き上げ 

【改定案】 

 現行 引上額 改定後 

初検時相談支援料 50 円 50 円 100 円 

整復料（骨折、脱臼） 
2,500 円～ 

11,700 円 
100 円 

2,600 円～ 

11,800 円 

固定料（不全骨折） 
3,800 円～ 

9,400 円 
100 円 

3,900 円～ 

9,500 円 

後療料（骨折） 820 円 30 円 850 円 

後療料（不全骨折、脱臼） 690 円 30 円 720 円   

 
○ 距離加算を往療料に振り替えて包括化 

【現行】  往療料（基本額）1,860 円、往療距離加算 2㎞毎に 800 円 

                  ※  2 ㎞超 800 円、4㎞超 1,600 円、6㎞超 2,400 円 

【改定案】往療料 2,300 円、4㎞超 2,700 円 

 

４．施行期日 
令和２年６月１日 
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              （参考１） 
 

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について（平

成 30 年 5 月 24 日 保医発 0524 第 1 号） 

 

（現行） 

第２ 初検料及び初検時相談支援料 

９ 初検時相談支援料の取扱いについては、以下によること。 

 (1) 初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項

等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定できること。 

具体的には、 

① 日常生活動作上での励行事項や禁止事項（入浴、歩行、就労制限等） 

② 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明 

③ 受領委任の取扱いについての説明 

④ その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援 

とする。 

(2) 同月内においては、１回のみ算定できること。また、６により初検料のみ算

定した場合においては初検時相談支援料は算定できないこと。 

 

(改正案) 

○ 柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項 

第２ 初検料及び初検時相談支援料 

９ 初検時相談支援料の取扱いについては、以下によること。 

 (1) 初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項

等をきめ細やかに説明した場合に算定できること。 

具体的には、 

① 日常生活動作上での励行事項や禁止事項（入浴、歩行、就労制限、運

動制限等） 

② 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明（施術計画等） 

③ 受領委任の取扱いについての説明（対象となる負傷、負傷名と施術部位、

領収証の交付、申請書への署名の趣旨等） 

④ その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援 

とする。 

なお、①、②については、施術録に簡潔に記載するとともに、③について

は説明した旨を記載すること。 

(2) 同月内においては、１回のみ算定できること。また、６により初検料のみ

算定した場合においては初検時相談支援料は算定できないこと。 

 

２ 



    （参考２） 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

３ 

柔道整復師の施術に係る療養費の算定について【令和元年 10 月～】 


